


はじめに

このたび、令 和 4（2022）年度から令 和 12

（2030）年度を計画期間とする、本市の最上位計

画「君津市総合計画」を策定しました。

私たちのまち君津市は令和 3（2021）年 9 月

1日、市制施行 50 周年を迎えました。

昭和、平成、そして令和といくつもの時代を歩む

なか、君津市を愛し、その発展にご尽力いただきま

したすべての方々 に、深い敬意と感謝を申し上げます。

現在、新型コロナウイルス感染症の脅威や全国

的な少子高齢化による人口減少、激甚化する自然

災害、公共施設やインフラの老朽化など、わたした

ちを取り巻く社会環境は様々な場面で変化の時代

を迎えております。

そのようななか、市では、新たな総合計画の策

定を1年前倒しで進めてきました。

策定にあたりましては、初の試みとなったオン

ライン市民会議をはじめ、コロナ禍において徹底し

た感染対策を講じながら、様々な団体やたくさんの

市民の皆様との「対話」を重ねてまいりました。

希望に満ちた未来への、皆様の想いを込めて、

目指す将来都市像を「ひとが輝き 幸せつなぐ きみ

つ」としました。

この将来都市像を実現するため、「経済と環境が

調和したまち」（経済・環境分野）、「誰もがいきい

きと生活できる地域共生のまち」（健康・福祉分野）、

「安心して子育て・子育ちでき学びを楽しめるまち」

（子育て・教育・文化分野）、「快適で安心して暮ら

せるまち」（安全安心・都市基盤分野）、「ともに

創る次世代につながるまち」（パートナーシップ・

人権・行財政分野）の 5 つの柱を立て、多様な

施策を着実に推進してまいります。

また、特に重点的・戦略的に取り組むべき課題

に照準を定め、関連する施策をパッケージ化して

取り組む 4 つの戦略的プロジェクトにより政策の

好循環を図るとともに、君津市「まち・ひと・しごと

創生」総合戦略と一体化することで地方創生を

強力に推進してまいります。併せて、「君津市国土

強靱化地域計画」との一体的な推進により、真に

災害に強いまちづくりを加速してまいります。

先人たちから受け継がれ、発展してきたこのまち

「君津」を、より一層輝かせ、未来へつないでいく

強い思いを持ち、本市にかかわるすべての方とと

もに、思いや知恵、可能性を結びながら、オール

君津で未来を創ってまいります。

総合計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご審議

をいただきました君津市総合建設審議会の皆様を

はじめ、君津市議会の皆様、君津市「まち・ひと・

しごと創生」有識者会議、きみつ市民会議やタウン

ミーティング等で貴重なご意見をいただきました

多くの皆様に心から厚くお礼申し上げます。

君津市長  石井 宏子
令和 4（2022）年 3 月
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第1総合計画の全体像
1  策定の趣旨

本市では、平成 25（2013）年 3 月に、令和４（2022）年度までの 10 年間を目標期間とする「まち

づくり構想」において、将来都市像「人が集い 活力あふれる 健康都市きみつ ～夢と誇りの持てるまち～」

を掲げ、具体的な手段を明示する「まちづくり実施計画」に基づき各種施策に取り組んできました。

この間、民間保育園の誘致や子育て世代包括支援センターの開設による保育環境の整備、立地奨励

金の拡充による市内産業の活性化、君津版ハローワーク「きみジョブ」による就業支援の充実など、様々

な施策を実施してきました。

その結果、平成 23（2011）年度と令和 2（2020）年度に実施したまちづくりに関するアンケート結果

を比較すると多くの分野において、市民満足度が向上しました。

一方で、市民全体に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症、相次ぐ自然災害、社会

全体のデジタル化、持続可能な開発目標（SDGs）の実践等、乗り越えていくべき課題が浮かび上がって

きました。

このように、本市を取り巻く環境が大きく変化するなか市制施行 50 周年という大きな節目を迎えた

本市が、次なる 50 年に向けた第一歩を踏み出し、市民一人ひとりが「希望に満ちた未来」（＝君津の

未来）を持てるよう、令和12（2030）年までのまちづくりの計画となる、君津市総合計画（以下、「本計画」

という。）を策定します。

2



序
　
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
」
総
合
戦
略

国
土
強
靱
化
地
域
計
画

資
　
料

2  計画の位置づけ

1 オール君津でまちづくりを行うための行動指針

本市がより良いまちとなっていくためには、行政のみならず、市民や事業者など本市に関わる人がまち

に愛着をもち、まちづくりを自分ごととして捉え、同じ方向に向かって歩んでいくことが必要です。本計画は、

目指すべき方向や実現するための手段を共有する行動指針としての役割をもっています。

2 まちづくりにおける最上位計画

本計画は、将来ビジョンや、その実現に向けた取組の方向性を示す、まちづくりにおける最上位の計

画として位置づけられます。

3 「まち・ひと・しごと創生」総合戦略との一体化

本市ではこれまで、人口減少に歯止めをかけ、活力ある地域を維持していくための具体的な行動計画

として第 2 期君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略（以下、「総合戦略」という。）【令和 2（2020）

年 3 月策定、令和 3（2021）年 3 月改訂】を推進してきました。

本計画においても本市が直面する人口減少の克服に向けて重点的・優先的に取り組む必要があること

から、本計画と総合戦略を一体化し総合的かつ効率的に推進していきます。

4 国土強靱化地域計画との一体的推進

令和３（2021）年３月に策定した君津市国土強靱化地域計画（以下、「強靱化計画」という。）は、

大規模自然災害に対する防災・減災の取組を体系的に定めたもので、国土強靱化における市の様々な分

野の計画・取組の指針となるものです。

このため、まちづくりの方向性を示す本計画においても、強靱化計画との整合を図ったうえで、両計画

を一体的に推進する必要があり、本計画では、強靱化計画が掲げる「リスクシナリオ（起きてはならな

い最悪の事態）」の対応方策を、「将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策」と関連づけて示します。
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第1編　総合計画の全体像

3  計画の構成と期間

1 計画の構成

本計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成しています。基本構想と基本計画では、総

合的かつ計画的に推進していくための指針として、中長期的な視点から将来ビジョン等を策定しています。

さらに、社会経済情勢の変化に対応できる柔軟性と予算編成と連動させて実効性を持った実施計画を

加えることで、将来ビジョンの実現を図っていきます。

基本構想
（対象期間:9年）

将来ビジョン

将来都市像、人口フレーム
 行動姿勢 

将来ビジョンの実現に向けた行動のよりどころ
将来ビジョンを実現するための柱と将来の姿

分野ごとの具体的な柱
将来デザイン

本市の土地利用方針等

基本計画
（対象期間 : 前期 5 年、後期 4 年）

将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策

基本構想の「将来ビジョンを実現するための柱と

将来の姿」に基づいて各分野で取り組むべき施策

戦略的プロジェクト

 「将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策」を

パッケージ化して戦略的に取り組むプロジェクト

拠点づくり

各地区での拠点づくりの方向性

財政見通し

前期基本計画期間中の財政の見通し

実施計画
（対象期間:単年度ごと）

予算編成、行政評価を反映した事業計画

基本構想

将来ビジョン

行動姿勢

将来ビジョンを実現する

ための柱と将来の姿

将来デザイン

拠点づくり

財政見通し

基本計画

柱

❶

柱

❷

柱

❸

柱

❹

柱

❺

将来ビジョンを実現する

ための柱ごとの施策

実施計画

本計画の構成内容

戦略的プロジェクト
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2 計画の期間

本計画の計画期間は、令和 4（2022）年度を初年度とする 9 年間を計画期間とします。

年度
令和4

（2022）
令和5

（2023）
令和6

（2024）
令和7

（2025）
令和8

（2026）
令和9

（2027）
令和10

（2028）
令和11

（2029）
令和12

（2030）

基本構想

基本計画

実施計画

4  SDGsの推進

1 SDGsとは

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、経済・社会・環境の 3 つのバランスが取れた

社会を目指すための国際目標であり、平成 27 年（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられているものです。

この SDGs は、全ての国々、人々を対象としており、令和 12（2030）年までに持続可能な世界を実

現するための 17 のゴール（取組分野別の大きな方向性を示したもの）と169 のターゲット（より詳細な

取組の方向を示したもの）で構成されます。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、全ての人々が

SDGs を理解し、それぞれの立場で主体的に行動することが求められています。

本計画においても経済・社会・環境のバランスの取れたまちづくりを考えるなど、SDGs の視点を踏ま

えた計画とし、17 のゴール全てに対応しています。本計画に基づく施策を推進することで SDGs の目標

達成に貢献していきます。
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第1編　総合計画の全体像

2 計画とSDGsの関連性

前期基本計画の「将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策」と SDGs との関連性を示しています。

SDGs17のゴール 対応する柱ごとの施策

貧困をなくそう
あらゆる場所あらゆる形態

の貧困を終わらせる

 柱1-1  商工業振興

 柱2-1  地域福祉

 柱2-2  高齢者福祉

 柱3-1  子育て

 柱4-1  防災・減災

飢餓をゼロに

飢餓を終わらせ、食料安全

保障及び栄養の改善を実現

し、持続可能な農業を促進

する

 柱1-1  商工業振興

 柱1-2  農林業振興

 柱2-1  地域福祉

すべての人に

健康と福祉を

あらゆる年齢のすべての人々

の健康的な生活を確保し、

福祉を促進する

 柱2-1  地域福祉

 柱2-2  高齢者福祉

 柱2-3  障害者福祉

 柱2-4  保健・医療

 柱2-5  スポーツ推進

 柱3-1  子育て

 柱4-4  消防・救急

 柱4-5  防犯・消費生活・交通安全

 柱4-7  都市創造・住まい

質の高い教育を

みんなに

すべての人々に包摂的かつ

公正な質の高い教育を確保

し、生涯学習の機会を促進

する

 柱2-3  障害者福祉

 柱3-1  子育て

 柱3-2  学校教育

 柱3-3  生涯学習

 柱3-4  文化・芸術振興

 柱3-5  多文化共生

 柱4-5  防犯・消費生活・交通安全

 柱5-3  人権・男女共同参画

ジェンダー平等

を実現しよう

ジェンダー平等を達成し、

すべての女性及び女児の能

力強化を行う

 柱1-1  商工業振興

 柱3-1  子育て

 柱3-2  学校教育

 柱5-3  人権・男女共同参画

安全な水と

トイレを

世界中に

すべての人々の水と衛生の利

用可能性と持続可能な管理

を確保する

 柱1-2  農林業振興

 柱1-3  環境共生

 柱4-3  上下水道

6



序
　
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
」
総
合
戦
略

国
土
強
靱
化
地
域
計
画

資
　
料

SDGs17のゴール 対応する柱ごとの施策

エネルギーを

みんなに

そして

クリーンに

すべての人々の、安価かつ

信頼できる持続可能な近代

的エネルギーへのアクセス

を確保する

 柱1-1  商工業振興

 柱1-3  環境共生

働きがいも

経済成長も

包摂的かつ持続可能な経済

成長及びすべての人々 の完全

かつ生産的な雇用と働きが

いのある人間らしい雇用を

促進する

 柱1-1  商工業振興

 柱1-2  農林業振興

 柱1-3  環境共生

 柱1-4  観光振興

 柱2-3  障害者福祉

 柱3-1  子育て

 柱3-2  学校教育

 柱5-3  人権・男女共同参画

 柱5-5  シティプロモーション

産業と技術革新

の基盤を

つくろう

強靱なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の

促進及びイノベーションの

推進を図る

 柱1-1  商工業振興

 柱4-2  道路

 柱4-6  移動

人や国の

不平等を

なくそう

各国内及び各国家間の不平

等を是正する

 柱1-1  商工業振興

 柱2-1  地域福祉

 柱2-3  障害者福祉

 柱3-1  子育て

 柱3-5  多文化共生

 柱5-3  人権・男女共同参画

7



第1編　総合計画の全体像

SDGs17のゴール 対応する柱ごとの施策

住み続けられる

まちづくりを

包摂的で安全かつ強靱で持

続可能な都市及び人間居住

を実現する

 柱1-1  商工業振興

 柱1-3  環境共生

 柱2-1  地域福祉

 柱2-2  高齢者福祉

 柱2-3  障害者福祉

 柱2-5  スポーツ推進

 柱3-1  子育て

 柱3-3  生涯学習

 柱3-4  文化・芸術振興

 柱4-1  防災・減災

 柱4-2  道路

 柱4-3  上下水道

 柱4-4  消防・救急

 柱4-5  防犯・消費生活・交通安全

 柱4-6  移動

 柱4-7  都市創造・住まい

 柱5-1  パートナーシップ

 柱5-2  地域コミュニティ

 柱5-3  人権・男女共同参画

 柱5-4  公共施設マネジメント

 柱5-5  シティプロモーション

つくる責任

つかう責任

持続可能な生産消費形態を

確保する

 柱1-3  環境共生

 柱4-5  防犯・消費生活・交通安全

 柱5-5  シティプロモーション

気候変動に

具体的な

対策を

気候変動及びその影響を軽

減するための緊急対策を講

じる

 柱1-3  環境共生 

 柱3-2  学校教育

 柱4-1  防災・減災

 柱4-2  道路

海の豊かさを

守ろう

持続可能な開発のために、

海洋・海洋資源を保全し、

持続可能な形で利用する

 柱1-3  環境共生

 柱4-3  上下水道

陸の豊かさも

守ろう

陸域生態系の保護、回復、

持続可能な利用の推進、持

続可能な森林の経営、砂漠

化への対処、ならびに土地

の劣化の阻止・回復及び生

物多様性の損失を阻止する

 柱1-2  農林業振興

 柱1-3  環境共生

8



序
　
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
」
総
合
戦
略

国
土
強
靱
化
地
域
計
画

資
　
料

SDGs17のゴール 対応する柱ごとの施策

平和と公正を

すべての人に

持続可能な開発のための

平和で包摂的な社会を促進

し、すべての人々に司法への

アクセスを提供し、あらゆる

レベルにおいて効果的で説

明責任のある包摂的な制度

を構築する

 柱3-1  子育て

 柱4-5  防犯・消費生活・交通安全

 柱5-3  人権・男女共同参画

 柱5-6  行財政マネジメント

パートナー

シップで

目標を

達成しよう

持続可能な開発のための実

施手段を強化し、グローバ

ル・パートナーシップを活性

化する

 柱1-1  商工業振興

 柱1-2  農林業振興

 柱1-3  環境共生

 柱1-4  観光振興

 柱2-1  地域福祉

 柱2-2  高齢者福祉

 柱2-3  障害者福祉

 柱2-4  保健・医療

 柱2-5  スポーツ推進

 柱3-1  子育て

 柱3-2  学校教育

 柱3-3  生涯学習

 柱3-4  文化・芸術振興

 柱3-5  多文化共生

 柱4-1  防災・減災

 柱4-2  道路

 柱4-3  上下水道

 柱4-4  消防・救急

 柱4-5  防犯・消費生活・交通安全

 柱4-6  移動

 柱4-7  都市創造・住まい

 柱5-1  パートナーシップ

 柱5-2  地域コミュニティ

 柱5-3  人権・男女共同参画

 柱5-4  公共施設マネジメント

 柱5-5  シティプロモーション

 柱5-6  行財政マネジメント

（出所）外務省「持続可能な開発目標（SDGs）と日本の取組」
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第2策定に向けた整理

10

1  君津市の特性

   

1 位　置

君津市は房総半島のほぼ中央に位置し、海と山に囲まれた自然あふれる市です。

東京湾に面した北西部には世界に誇る製鉄所と、整然と区画された市街地が広がり、内陸部には、

豊かな自然や肥沃な農耕台地が広がっています。

東京湾アクアライン等の道路網の整備により、君津バスターミナルから高速バスを利用することで

東京駅まで約 1 時間、東京国際空港（羽田空港）まで約 30 分、君津駅から東京駅まで特急電車で

約 1 時間と高速道路や鉄道を通じた都心とのアクセスが良好です。
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2 人　口

1 人口推移及び将来推計

本市の人口は昭和 40（1965 ～1974）年代に急激に増加した後、緩やかな増加を続けてきましたが、

平成 7（1995）年の 93,216 人をピークに減少しており、令和 2（2020）年には 82,206 人となって

います。

国の資料に基づく人口推計によると本市の人口は令和 12（2030）年には 73,303 人、令和 22

（2040）年に 63,640 人、令和 42（2060）年には、45,460 人となり、令和 2（2020）年と比べて、

40 年後は 36,746 人減少すると予測されています。

年齢区分別の人口については、昭和 50（1975）年に年少人口（0 ～14 歳）がピークとなり、その後、

生産年齢人口（15 ～ 64 歳）と総人口は平成 7（1995）年にともにピークとなりました。このままの傾

向が続けば、年少人口や生産年齢人口の減少は今後も続くものと見込まれます。

老年人口（65 歳以上）は令和 7（2025）年頃にピークを迎え、その後は減少に転じると予測されて

いますが、老年人口の割合は年少人口及び生産年齢人口の減少が続くことから、令和８（2026）年以降

も上昇することが見込まれます。

人口推移及び将来推計

（出所） 昭和40（1965）年～令和2（2020）年は国勢調査、令和7（2025）年以降はまち・ひと・しごと創生本部提供資料
に基づいた推計（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠）
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第2 策定に向けた整理

年齢３区分別人口割合の推移

（出所） 昭和40(1965)年～令和2(2020)年は国勢調査、令和7(2025)年以降はまち・ひと・しごと創生本部提供資料
に基づいた推計（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠）

2 地区別人口の推移

君津地区では、八幡製鐵株式会社（現在の日本製鉄株式会社）の操業開始に伴う転入者の増加によ

り、昭和 40（１９６５）年頃から急激に増加し、平成 7（１９９５）年頃からほぼ横ばいでしたが、近年

は減少に転じています。一方、小糸・清和・小櫃・上総地区は、小糸地区で人口増加がみられた時期を

除き、減少傾向で推移しています。

地区別人口の推移

（出所）住民基本台帳
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3 出生数と死亡数の推移

人口が増減する要因には、死亡数と出生数の差による「自然増減」、転居等による流出数と流入数の

差による「社会増減」という二つの側面があります。

このうち、少子高齢化の大きな要因となっている自然増減の推移をみると、平成 16（2004）年に

は死亡数が出生数を上回る「自然減」の状態となり、死亡数と出生数の差は拡大傾向にあります。

出生数・死亡数の推移

（出所）住民基本台帳

4 転入数と転出数の推移

転入・転出数の推移を見ると、平成６（１９９４）年以降、転出数が転入数を上回る「社会減」が

続いています。

転入数・転出数の推移

（出所）住民基本台帳
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第2 策定に向けた整理

3 財政状況

1 歳入と歳出の状況

本市の財政規模（普通会計）は、おおよそ 300 億円前後で推移してきましたが、令和元年房総半島

台風等による災害復旧経費の増加や新型コロナウイルス感染症対策関連経費の増加などから著しく上昇

しており、令和２（2020）年度決算では 450 億円を超える財政規模となりました。

歳入については、最も大きな割合を占める市税収入が景気の持ち直しの状況などから増加傾向にあり

ますが、近年の動きとしては、概ね横ばいで推移しています。

歳出については、高齢化の進展などに伴い、扶助費が増加傾向にあるほか、公共施設の集約化や長

寿命化の推進により平成 30（2018）年度から令和２（2020）年度までの投資的経費も高い水準となっ

ています。

歳入決算額の推移
（百万円）

項　目
平成 23 

（2011） 
年度

平成 24 
（2012） 

年度

平成 25 
（2013） 

年度

平成 26 
（2014） 

年度

平成 27 
（2015） 

年度

平成 28 
（2016） 

年度

平成 29 
（2017） 

年度

平成 30 
（2018） 

年度

令和元 
（2019） 

年度

令和２ 
（2020） 

年度

一
般
財
源

地方税 16,501 16,500 17,183 17,267 16,985 16,770 17,356 17,387 17,427 17,952

地方消費税交付金 885 873 866 1,030 1,651 1,477 1,533 1,681 1,635 1,962

その他一般財源 1,414 1,239 1,257 1,160 1,571 1,000 1,045 990 1,692 1,033

国及び県支出金 4,979 4,561 5,003 5,697 6,035 5,516 5,958 6,669 7,293 17,712

地方債 1,780 1,646 824 857 1,492 908 1,578 2,690 2,336 2,458

その他 4,713 4,300 4,376 3,924 3,328 4,245 3,679 4,207 5,354 5,757

合　計 30,272 29,119 29,509 29,935 31,062 29,916 31,149 33,624 35,737 46,874

 

歳出決算額の推移
（百万円）

項　目
平成 23 

（2011） 
年度

平成 24 
（2012） 

年度

平成 25 
（2013） 

年度

平成 26 
（2014） 

年度

平成 27 
（2015） 

年度

平成 28 
（2016） 

年度

平成 29 
（2017） 

年度

平成 30 
（2018） 

年度

令和元 
（2019） 

年度

令和２ 
（2020） 

年度

人件費 7,308 7,090 6,756 6,641 6,677 6,687 6,793 6,802 7,024 7,632

扶助費 5,421 5,593 5,597 5,846 5,940 6,390 6,152 6,039 6,414 6,669

公債費 2,193 2,285 2,524 2,561 2,309 2,235 2,087 1,935 1,809 1,640

物件費 5,407 5,596 5,232 5,382 5,243 5,299 5,161 5,304 6,004 6,040

維持補修費 139 156 122 157 148 157 168 173 149 178

補助費等 1,582 1,498 1,395 1,363 1,412 1,355 1,301 1,558 1,661 10,916

投資的経費 3,445 2,147 2,117 3,025 2,929 2,213 3,757 5,035 5,572 6,435

その他 3,187 3,264 4,405 3,858 4,662 4,578 3,932 4,891 3,759 4,927

合　計 28,682 27,629 28,148 28,833 29,320 28,914 29,351 31,737 32,392 44,437
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2 財政指標

財政構造の弾力性を表す経常収支比率は、90% 台後半と高い水準で推移していましたが、近年は一

定の改善がみられ、令和 2（2020）年度は 89.2% となりました。

標準財政規模に対する借入金の返済額等の大きさを割合で表す実質公債費比率や標準財政規模に対

する借入金のほか債務負担行為に基づく支出予定額等、現在抱えている負債の大きさを割合で表す将来

負担比率は、借入金の返済が進んだことから、低下傾向にあり健全な財政状況を保っています。

経常収支比率・実質公債費比率・将来負担比率の推移
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第2 策定に向けた整理

2  時代の潮流

1 新型コロナウイルス感染症の影響

令和元年度に発生した新型コロナウイルス感染症は世界的規模で大流行し、市民の安全安心な暮ら

しへの脅威となっています。令和 2（2020）年及び令和 3（2021）年には緊急事態宣言が発出され、

飲食業や観光業をはじめ多くの業種が大打撃を受け、日本経済の低迷を引き起こすとともに、人々の

生活様式に大きな影響を与えています。

2 ライフスタイルや働き方の多様化

女性の社会進出の進展や、外国人及び高齢者等の雇用増加など雇用マーケットは多様化が進んで

います。さらに、ワーク・ライフ・バランスの考え方が浸透するなか、有給休暇の取得や時間外労働の

削減などといった働き方改革が求められており、個々のライフスタイルが重視される傾向が強まってい

ます。

さらには、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとして、モノやサービスのオンライン化やテレワー

クなどの勤務場所に捉われない働き方への転換が加速化したことから、それぞれのライフスタイルに応じ、

地方移住を選択する人が増えています。

3 気候変動等による災害リスクの拡大

地球温暖化の主な原因とされる二酸化炭素の日本の排出量は、国際的にみて高い水準となっています。

平均気温の上昇に伴う気候変動で集中豪雨や豪雪、台風等の被害が拡大化するなど自然災害のリスクは

年々拡大しています。

さらに、南海トラフ地震や首都直下型地震が今後 30 年以内に発生する確率が約 70％という予想も

あり、甚大な被害が懸念されます。

4 脱炭素社会の到来

世界規模で起きている人口増加や経済活動の拡大によるエネルギー需要の増加等を背景とした温室効

果ガスの大量排出によって、環境負荷が増大しています。

地球環境の持続可能性を高めるために、「脱炭素社会の実現」が世界の共通認識となっており、日本

は「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする（カーボンニュートラル）」目標を掲げま

した。今後は再生可能エネルギーの普及等を通して地球環境に優しいエネルギー利用の促進や資源循環

型社会の構築が必要となります。
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5 高度情報化の急速な進展

ＡＩやＩoＴ、ビッグデータの活用等といった情報通信技術が急速に発達し、あらゆる情報が効率的かつ

大量に処理することが可能となり、働き方やライフスタイルの変革等といった新たな価値の創造につな

げることが期待されています。

日本ではこのような先端技術が産業活動や社会生活に取り入れられた社会である“Society5.0”の

実現を目指しており、今後はデジタル技術・データの利活用を通じた課題の解決によって、市民の生活の

質と利便性の向上につなげていくまちづくりが求められます。

6 東京圏の交通インフラ拡充

令和６（2024）年度に開通が予定されている圏央道（首都圏中央連絡自動車道）千葉県区間（松尾

横芝ＩＣ～大栄ＪＣＴ）の整備、令和 11（2029）年に整備が予定されている成田空港のＢ滑走路延伸・

Ｃ滑走路の新設、リニア中央新幹線の整備等、東京圏における交通インフラは今後も拡充される見込み

です。
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第2 策定に向けた整理

3  今後の課題と総括

1 人口減少・少子高齢化への対応

本市のにぎわいや経済活動の維持、地域コミュニティの活力を継続させていくために、持続可能な

まちづくりが必要となります。そのためには、多くの人たちが働くことのできる場の確保や子育て世帯に

住みよいまちづくりを行うことが求められます。さらに、移住者を増やすために、空き家の活用・市内

移住支援・情報発信のほか、本市の活力・魅力を向上させるまちづくりを行うことが必要です。

また、都心へのアクセスや豊かな水や緑などの自然、特徴的な産業である農林業等の君津の強みを

生かし、人口減少・少子高齢化対策・関係人口の増加を図っていくことが重要です。

2 環境変化に対応した産業力の強化

情報技術等の急速な発達は、これまでの産業構造を大きく変えていく可能性があります。商業地域の

活性化支援のほか、企業誘致等を引き続き進めるとともに、時代の流れに沿った産業施策や製造業を

含めた幅広い業種を盛り上げていくことが求められます。また、広大な市域を強みとして生かし、先端技

術を用いた地方創生を進めていくことが重要です。

さらに、地球環境に配慮した企業活動やデジタル化を通じた業務改善は、社会的な要請であるととも

に企業価値を向上させるものであるため、市内企業がこうした活動を行いやすくするための支援も必要と

なっています。

担い手や新規就農者を支援することにより、高い収益性と生産性を兼ね備えた力強い農業の実現が

期待されます。また、農業体験や食育等を推進することで、君津産品のブランド化を推進し、消費拡大

を図るといった視点も必要です。

3 豊かな水と緑を生かしたまちづくり

本市の大きな特徴であり、市民の多くが強みと感じていることとして、都心に近いながらも豊かな水や

緑といった貴重な自然に恵まれていることが挙げられます。この自然環境を守り、次世代に繋げる取組

が重要です。

そして、恵まれた自然を生かした、住みやすい住環境の整備や自然を活用した教育環境を整え、グリーン

ツーリズム等を通じた観光振興により地域を活性化させ、市民の誇りに繋がるようなまちづくりが必要

です。

4 いきいきと健やかに暮らせる環境づくり

本格的な人口減少が見込まれる今、人生 100 年時代を見据え、市民一人ひとりが地域福祉の担い手

となり、地域の中でつながり支え合いながら、誰もがいきいきと健やかに暮らせるまちづくりが重要です。

特に、幅広い世代の方が参加できるスポーツ振興に取り組む等、健康寿命の延伸に向けた対策や、

高齢の方や障害がある方など、誰もが活躍できる環境づくりが大切です。
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5 子どもと子育て世代への切れ目ない支援

市民の幸せな暮らしを実現するうえで、より良い子育て・教育環境を整えることが重要です。そのため

には、子育て世代に対して、子育てから教育に至るまでの包括的な支援を実施することが必要です。

子育て面においては、妊娠・出産・子育て期にわたる支援体制の充実や保育環境の整備と特色ある

幼児教育の推進等、安心して子育てができる環境を整備することが求められます。

また、子どもたちの教育環境の充実に向け、児童一人ひとりの状況に応じた教育や創造性を育む教育

を実現していくために、GIGA スクール構想の推進等により、デジタルツールを活用した学習の定着等、

多様な学び方の支援が大切です。

6 安全・安心なまちづくり

防災面では、強靱化計画に基づき、あらゆる大規模自然災害を見据えて「リスクシナリオ」を明らかに

し、起きてはならない最悪の事態に至らないための事前の取組として、水害対策や土砂災害対策、災害

備蓄品の見直し、高齢者・障害のある方等の避難支援体制の強化のほか、災害時相互応援協定をむす

んでいる市との連携強化、市民一人ひとりの防災意識の向上などが重要です。

防犯面等では、特殊詐欺被害や交通事故対策等の急増する事象と向き合うほか、地域の被害の実態

に合った有害鳥獣対策を進めるなど、市民が安全安心な日常生活を送ることのできる環境づくりが必要

です。　

7 地域で住み続けられる環境の整備

住み慣れた地域で今後も安心して住み続けられる環境を整備するためには、地域コミュニティの維持

や公共交通・インフラの維持・更新等が必要となります。市域が広い本市では、各地区において生活関

連サービスの機能等を集約した地区の拠点づくりを通じたコミュニティの活力維持が求められます。

さらに、都心等から移住者を呼びこむため、東京湾アクアラインを通じた都心との好アクセスといった

強みを生かし、計画的な住み良い環境整備が必要です。

8 将来にわたり持続可能な行財政運営の確立

人口減少や少子高齢化の進行が市の財政に大きく影響することから、持続可能な行財政運営の確立

が重要です。また、先端技術を活用した未来型の行政サービスを推進するなど市民満足度を向上させる

取組が重要です。

さらに高度経済成長期に整備されてきた公共施設等の老朽化が進んでいることから、公共施設の再

配置、民間活力の推進、空き公共施設の利活用等の取組が必要です。
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第1 将来ビジョン

1 将来都市像

　目標年次である令和12（2030）年の将来都市像を次のとおり掲げます。

　多くの「ひと」が自分らしくいきいきと暮らし、「輝く」ことが、まちづくりの原動力に

なります。

　そして、「ひと」の「輝き」が広がっていくことで、まち、しごとの「輝き」につながります。

　この「輝き」の連鎖が、一人ひとりの「幸せ」を「つなぐ」ことになり、新たな時代

のまちを築きます。

　時代が目まぐるしく変化するなかにあっても、一人ひとりが主役となり、誰一人取り残さないた

めに私たちは「ひとが輝き幸せつなぐきみつ」を目指します。

ひとが輝き

幸せつなぐ きみつ
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2人口フレーム

　全国的に人口が減少傾向にあるなか、国の資料に基づく人口推計によると、本市の人口は

令和12（2030）年には、73,303人にまで減少すると推計されています。

　人口が減少すると、生活関連サービス業の減少、空き家や耕作放棄地の増加等を招くほか、

税収減により行政サービスの維持が困難となります。

　本市は、持続可能なまちづくりのために、転出抑制・転入促進を図るとともに、関係人口を

拡大し、つながりの連鎖による更なるまちの活性化を図ることにより、令和12（2030）年の人口

フレームを77,000人と設定します。

令和12（2030）年の人口フレーム ▶  77,000人

 つながりの連鎖のイメージ 

（出所）総務省ホームページ

※「関係人口」とは、移住やもともと住んでいる「定住人口」ではなく、買い物や観光等で来た「交流人口」でもない、 

地域や地域の人 と々多様に関わる人々のことを指します。

※
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むすぶ
～多様な“むすび”により君津の未来を創る～

　昭和45（1970）年に、君津町、小糸町、清和村、小櫃村及び上総町が合併し、その翌年の

昭和46（1971）年には市制を施行して、県内25番目の市となる君津市が誕生しました。

　その後、昭和、平成、そして令和といくつもの時代を歩み、この50年、君津は発展してきま

した。

　この君津を次の世代へつなぐため、

「共感でつながる緩いむすび」

「受け継がれてきた固いむすび」

「時代の変化に対応した新しいむすび」

等、多様な むすび を更に強めることにより、「ひと」、「まち」、「しごと」
を輝かせ、君津の未来を創っていきます。

　本市に関わる全ての方が

「むすぶ～多様な“むすび”により君津の未来を創る～」

を行動のよりどころにし、次の時代に向けた最初の一歩を踏み出します。

第2 行動姿勢
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 将来ビジョンを実現するため、5つの分野ごとに令和12（2030）年を展望した将来の姿を

示します。

将来ビジョンを実現するための柱　その１

関連する分野 経済、環境

経済と環境が調和したまち

将来の姿

　君津の経済は、力強く活性化しています。 

　臨海部に立地している世界有数の製鉄所と関連企業が輝き、君津インターチェンジ周辺

等に産業も生まれ始めています。君津でスタートした企業やお店等が賑わい、スマート農業等

の最先端の技術を活用した農業も元気があり、有害鳥獣に対する対策も進んでいます。

　経済全体が潤い、多くの人が元気に働いています。 

　また、脱炭素社会の実現に向けた様々な取組を市民、企業、行政が協力して行い、

地域の経済と環境が調和した再生可能エネルギー等の地産地消も進められています。

さらに、水や緑の豊かな自然と共生し、これらを観光やまちづくりにも結びつけることで、

君津を訪れ君津を好きになる人や応援してくれる人が増えています。

第3 将来ビジョンを 実現するための柱と将来の姿
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将来ビジョンを実現するための柱　その2

関連する分野 健康、福祉

誰もがいきいきと生活できる地域共生のまち

将来の姿

　君津では、地域のつながりが強く、「おたがいさま」の気持ちで、みんなが地域福祉の

担い手となって、ともに支え合っているため、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らして

います。

　また、高齢者を含め多くの人たちが、地域の様々な活動に参加して、身近な場所で

運動できる機会が充実しスポーツも盛んなため、君津の人たちは健康で、笑顔にあふれ

ています。

　そして、誰もが活躍できる場所があるため、一人ひとりが自分らしく、いきいきと生活を

楽しんでいます。

将来ビジョンを実現するための柱　その3

関連する分野 子育て、教育、文化

 

安心して子育て・子育ちでき学びを楽しめるまち

将来の姿

　今日も子どもたちの明るく元気な声が聞こえてきます。

　子どもたちの健やかな成長をサポートする「子育て環境」と、世界に羽ばたいていく

子どもたちが、様々なことに興味を持ち、自ら学ぶ「子育ち環境」が整っています。

　子どもから高齢者まで、好きな時に、好きな場所で、自由に学べる環境が整っており、

知の拠点である図書館等も利用して、一人ひとりが地域の中で自己を高め、磨き、生きが

いを持って他者と結びつき、充実した人生を送っています。

　また、世界の人 と々触れ合うことができる多文化共生のまちづくりを進めています。

　さらに、市民が君津市民文化ホールをはじめとする市内各所で多彩な文化芸術に触れ

る機会があり、自発的に文化活動を行い、人生の楽しみや喜びを感じ、活気ある文化の

まちが育まれています。
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将来ビジョンを実現するための柱　その4

関連する分野 安全安心、都市基盤

快適で安心して暮らせるまち

将来の姿

　地域のみんなと行政が一緒になって、地域の様々な場所で防災力を高める活動や災害

の被害を減らすための取組が進められています。私たちの暮らしを支える都市基盤も

強靱化され、新たな感染症の脅威や犯罪等から守る体制もしっかりしているため、誰もが

安心して暮らしています。

　また、バリアフリー化が進むなど安全安心な道路環境が整い、公共交通機関も充実し

ているため、一段と快適に暮らすことができます。

　さらに、テレワークにより、市内のどこでもいろいろな働き方ができるため、この住みや

すく魅力にあふれた君津に移住・定住する人が増え、まちに賑わいが広がっています。

将来ビジョンを実現するための柱　その5

関連する分野 パートナーシップ、人権、行財政

 

ともに創る次世代につながるまち

将来の姿

　君津に対する愛着や誇りを持って地域の活動に取り組んでいる大人たちを見て育った

たくさんの若者が、まちや地域にかかわることを「面白い」、「かっこいい」と感じて活動に

加わり、地域のつながりがより確かなものになっています。

　一人ひとりの個性が輝き、誰もがその人らしさを認め、支え合っています。

　また、他のまち、企業、大学、専門学校、高校等と連携し、最先端の技術を活用した

まちづくりに挑戦しています。さらに、将来を見据え、徹底した経営改革を進めてきた

ため、次世代につながる効果的な財政運営が行われています。
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第4 将来デザイン

1 コンセプト

　本市の強みとは、多種多様なむすびです。

市街地と山間部それぞれの場所に住む人同士のむすび

小櫃川流域と小糸川流域の市内地域間のむすび

アクアラインを通じた君津と都心とのむすび

鉄のまちとしての歩みを背景とした過去と現在のむすび

　これらのむすびを更に強化しつつ、情報・科学技術の進展を活用したむすびの再構築を行い

ながら、「ひとが輝き 幸せつなぐ きみつ」を目指します。

● 新たな核づくりによる都市部の活性化と多様な地区の特色に応じた拠点の形成を図り、多

彩な魅力にあふれた多極ネットワーク型のコンパクトでスマートなまちを創出

● 幹線道路の整備等が本市にもたらす人やモノの流れを確実に取り込み、かずさ地域はもとよ

り南房総の玄関口として、周辺自治体との広域連携を含んだ活力あるまちを創出
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127
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410
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465
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297
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128

126
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51
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464

356

126

16

16

356

124

千葉駅

東京駅

羽田空港

千葉県庁

木更津東IC

君津PAスマートIC

君津IC

君津駅

成田空港

海ほたるPA

総武線

成田線
成田線

総
武

本
線

京
葉

線

東
関

東

自
動

車
道

内
房
線

富
津
館
山
道
路

圏
央
道

館
山
自
動
車
道

外
房
線

久
留
里
線

小
湊
鐵
道

東京湾
フェリー

東京湾
アクアライン

いすみ鉄道

2市内共通の方向

〇 地区の特性を生かした雇用の場の創出

〇 地区の連携を深める幹線道路の整備促進

〇 交通モードの充実、自動運転バスをはじめとする先端技術の導入検討

〇 多様性に配慮したユニバーサルデザイン・バリアフリーの促進

〇 多様なライフスタイルを支援する空き家を利用した移住や二地域居住の推進

〇 市有地や空き公共施設の積極的な利活用

〇 砂利採取場跡地の活用

〇 自然環境と調和した再生可能エネルギーの様々な活用

〇 多様な担い手を支援し、地域資源を活用する農林業の振興

〇 人と自然がふれあう里山の保全・整備・利用の促進

〇 名物や特産品を生かした魅力づくり

〇 地産地消と食育等の推進による地域農業・農産物への理解促進

〇 有害鳥獣対策の促進による暮らしやすい環境づくり

〇 地域に密着した消防団と自主防災組織による地域防災力の向上
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127

16

410

465

159

164

93

92

▲
鹿野山

三舟山
▲

郡ダム

君津市役所君津市役所
かずさ

アカデミアパーク

木更津南JCT

木更津南
インターチェンジ

木更津南
インターチェンジ

木更津JCT

木更津市

富津市

JR内房線

豊英湖

製鉄所

東京湾アクアライン
海ほたる

パーキングエリア

館山自動車道

小糸川

小櫃川

君津インターチェンジ

君津PAスマートインターチェンジ

君 津 駅

内みのわ
運動公園
内みのわ
運動公園

小糸小学校

旧秋元
小学校

木更津駅

東京湾

東京駅
羽田空港

千葉駅

千 葉 駅

君津地区（小糸川下流域）

〇 臨海部の既存工業地における更なる生産性向上の支援

〇 君津駅周辺の商業・医療・福祉等の集積による都市

機能の充実

〇 若い世代も住みたくなる住環境の整備

〇 低未利用地の利活用による定住の受け皿の確保

〇 内みのわ運動公園の新たな魅力づくり

〇 君津インターチェンジ周辺の新たな産業の受け皿づくり

〇 君津PAスマートインターチェンジ周辺の新たな交流の

創出

〇 郡ダム周辺の水上スキーを通じた交流の促進

小糸・清和地区（小糸川中上流域）

〇 小糸小学校周辺の拠点機能の充実

〇 旧秋元小学校を活用した暮らしを支える新たな地域拠点の

形成

〇 かずさアカデミアパークを生かした企業間連携の推進

〇 民間活力と連携した法木山周辺の利活用の促進

〇 鹿野山及び清和県民の森周辺の観光地としての魅力向上

3地区ごとの方向
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410

410

465

93

24

32

23

145

160

163

JR
久
留
里
線

久留里城

▲
愛宕山▲

法木山

袖ケ浦市

市原市

鴨川市

大多喜町
▲

清和県民の森

三島湖 三石山

亀山湖

小櫃駅

俵田駅

久留里駅

平山駅

亀山ダム

片倉ダム
笹川湖

房総スカイライン

木更津東インターチェンジ

下郡駅下郡駅

小櫃駅

俵田駅

久留里駅

平山駅

上総松丘駅

上総亀山駅

成田空港

 圏央道（首都圏中央連絡自動車道）

成　田　国　際　空　港

Narita Airport Terminal 1

千葉県庁

鉄道

高速道路

一般国道

主要地方道・一般県道・市道（一部）

河川・ダム湖

小糸・清和地区（小糸川中上流域）

小櫃・上総地区（小櫃川中上流域）

君津地区（小糸川下流域）

小櫃・上総地区（小櫃川中上流域）

〇 木更津東インターチェンジ周辺の賑わいの創出

〇 小櫃駅周辺の拠点機能の充実

〇 JR久留里線と国道410号バイパスの整備を生かした拠点機

能の充実

〇 久留里の歴史・文化・自然・名水のブランディングとグリーン

ツーリズムの推進

〇 官民のパートナーシップによる新たな森づくり

〇 民間活力と連携した法木山周辺の利活用の促進（再掲）

〇 亀山湖及び笹川湖周辺の観光地としての魅力向上





君津市総合計画
前期基本計画編

「まち・ひと・しごと創生」総合戦略

令和4（2022）年度▶令和8（2026）年度



施策体系図

関連する分野 経済、環境

経済と環境が調和したまち

 商工業振興
・持続的な経済発展の実現
・メイドインきみつの全国展開
・地域を支える事業者の経営力強化
・働きやすい環境づくり
・企業誘致の推進

 農林業振興
・多様な担い手が活躍できる環境の整備
・安定した農業経営の確立
・農業体験、食育等による都市農村交流の促進
・森林整備の促進

 環境共生
・脱炭素社会の推進
・生活環境と自然環境の保全
・ごみの減量化・再資源化の推進
・有害鳥獣を引き寄せない環境づくり
・家庭用省エネ・再エネ設備等の導入促進

 観光振興
・観光資源の磨き上げ
・観光情報発信の強化

関連する分野 健康、福祉

誰もがいきいきと生活できる
地域共生のまち

 地域福祉
・ 地域で共に支え合える環境づくり
・ 生活に困っている方への支援の推進
・ 誰もが安心して暮らせる住環境の整備

 高齢者福祉
・ 高齢者がいきいきと暮らせる環境づくり
・ 介護が必要な方を支える介護基盤の整備促進

 障害者福祉
・ 障害福祉サービス提供体制の充実
・ 障害のある方の就労支援の充実

１
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・ 障害のある方の相談支援体制の強化
・ 障害のある方が自分らしく暮らせる環境づくり

 保健・医療
・ 健康診査や疾病予防の推進
・ 運動習慣の定着とフレイル予防の推進
・ 健康づくりの推進
・ 感染症対策の推進
・ 地域医療体制の充実

 スポーツ推進
・ スポーツ・レクリエーション活動の推進
・ スポーツ観戦等を通じた個性を生かせる機会の創出
・ スポーツ環境の整備
・ スポーツを通じた交流による地域づくり

関連する分野 子育て、教育、文化

安心して子育て・子育ちでき
学びを楽しめるまち

 子育て
・ 妊娠・出産・子育て期にわたる支援体制の充実
・ 保育環境の整備と特色ある幼児教育・保育の推進
・ 子育て家庭への支援体制の充実
・ 結婚を希望する方への支援の推進

 学校教育
・ 子育ちできる環境づくり
・ 生きる力を育む学校教育の推進
・ 新しい時代に必要な資質・能力の育成
・ 脱炭素社会の実現に向けた環境教育の推進
・ より良い学校環境の整備

 生涯学習
・ 身近な場所で学び続けられる環境の整備
・ 子どもも大人も学び成長し続けられる機会の充実
・ 自主的に学び続けられる読書環境の整備

 文化・芸術振興
・ 多彩な文化・芸術に触れ親しむことができる環境づくり
・ 文化・芸術に係る環境の整備
・ 地域の伝統文化を次世代につなげる環境づくり

3
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 多文化共生
・ 国際交流の推進
・ あらゆる国々の人にとって住みやすいまちづくり

関連する分野 安全安心、都市基盤

快適で安心して暮らせるまち

 防災・減災
・ 地域が一体となった防災対策の推進
・ 災害に備えた環境の整備
・ 水害を防ぐ河川環境の整備
・ 平常時から始める減災対策
・ 災害からの迅速な復旧復興

 道路
・ 安全で快適な道路環境の実現
・ 道路インフラの計画的なメンテナンスの実施
・ 幹線道路の整備促進

 上下水道
・ 水道水の安定的な供給
・ 公共下水道の整備・普及

 消防・救急
・ 市民の安全安心につなげる消防・救急体制の充実
・ 消防の強靱化
・ 火災予防の推進

 防犯・消費生活・交通安全
・ 犯罪を未然に防ぐ体制の整備
・ 安全安心の消費生活の実現
・ 交通安全対策の推進

 移動
・ 鉄道及び民間路線バスの利用促進
・ コミュニティバス及びデマンドタクシーの最適化
・ 高齢者等への移動支援
・ バリアフリー化の推進
・ 自動運転技術の活用に向けた研究

4
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 都市創造・住まい
・ 市街地の都市機能の充実
・ 良質な住宅の普及促進
・ 空き家対策の推進
・ 公園のリニューアルを始めとした都市空間の新たな魅

力づくり

関連する分野 パートナーシップ、人権、行財政

ともに創る次世代につながるまち

 パートナーシップ
・ 市民と共につくるまちづくり
・ 企業等との連携によるまちづくり
・ 広域連携によるまちづくり

 地域コミュニティ
・ 地域コミュニティの活性化
・ 新たな地域拠点づくり

 人権・男女共同参画
・ 多様な人権を尊重するまちづくり
・ ジェンダー平等の推進
・ 女性が活躍する社会の実現に向けた環境づくり

 公共施設マネジメント
・ 公共施設再整備の推進
・ 空き公共施設等の利活用の推進

 シティプロモーション
・ 市民に向けた情報発信による君津市への愛着や誇りの

醸成
・ 市外に向けた情報発信による関係人口の創出・拡大
・ 地方移住・二地域居住の推進

 行財政マネジメント
・ 次世代につながる効果的な行財政運営
・ 人材育成の推進と組織の活性化
・ 開かれた市政の推進
・ デジタル化による住民サービスの向上及び行政経営の

効率化

5
柱
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ページ構成と見方

第1 将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策

1-2  農林業振興

1 概　要

新しい技術・施設の導入等により農業生産の安定化を図るとともに、水と緑に恵まれた豊かな

自然環境を生かし、多くの人が活躍できる農林業を実現します。

2 指　標

①家族経営協定の締結数

 現状値 25 件（令和2年度）

 目標値 30 件（令和8年度）

②認定農業者数

 現状値 102件（令和2年度）

 目標値 110 件（令和8年度）

③森林施業面積

 現状値 58ha（令和2年度）

 目標値 105ha（令和8年度）

3 現状と課題

• 農業従事者の高齢化や後継者の不足等により、農業の担い手不足が懸念されており、新規就農者の

受入れ拡大や農業法人の誘致等といった新たな担い手の確保が求められます。

• 農産物価格の伸び悩みや農産物への鳥獣被害の拡大、耕作放棄地の増加など農業を取り巻く環境

は厳しさを増しています。

• 有害鳥獣による農業被害は、営農意欲の低下を通じて耕作放棄地の増加等をもたらし、更なる被害

を招く悪循環を生じさせる恐れもあるため、地域が一体となった総合的な被害防止対策が必要です。

• 農業生産・管理におけるデジタル化といった新たな技術の導入などにより農家所得の向上を図ってい

く必要があります。

• 森林については、災害防止や生物多様性の維持、二酸化炭素の吸収を含む地球環境の保全、木材

等の生産など多面的な機能を維持するため、適切な管理が求められます。

• 持続可能な森林管理に向けて意欲と能力のある林業経営者による森林整備や官民連携による森づく

り活動の推進が求められます。

• 農林業に対する市民の理解をより深めるとともに、都市住民等を対象とした農林業体験などにより交

流人口や関係人口の増加につなげることも重要です。

4 市民・地域・事業者等が取り組んでいくこと ※（）内は行動の主体

• 新規就農希望者の受入れや農福連携などの取組について、地域住民が理解を深め、多様な担い手が

働きやすい環境を整えます。（市民、地域、事業者等）

• 人・農地プランの策定支援等を通じ、担い手への農地集積を促進します。（市民、地域、事業者等）

• 地域で取り組む鳥獣被害対策活動に参加します。（市民、地域、事業者等）

施策分野名を示しています。

施策分野の概要を示しています。

施策の効果を確認するための
指標を示しています。

施策に対する現状と課題を
示しています。

将来ビジョンの実現に向けて、
市民等の各主体が取り組んでいく

ことを示しています。
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• 適正なリスク管理を行い営農に関する新しい技術・施設を導入します。（事業者等）

• 6次産業化・ブランド化などの新たな取組を行います。（事業者等）

• グリーンツーリズム、観光農園、市民農園の取組を行います。（市民、地域、事業者等）

• 地域で生産された産品を積極的に購入して地場産業を応援します。（市民、地域、事業者等）

• 森林施業に協力し、森づくり活動へ参加します。（市民、地域）

5 施策の展開

①多様な担い手が活躍できる環境の整備

• 多様な担い手の確保、育成及び組織化を関係機関（国・県・JA）等と連携して推進します。

• 長期間安定して農地の借入れができる農地中間管理事業の活用を促進し、耕作放棄地の発生防止、

解消に取り組みます。

• 有害鳥獣による農作物被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲や侵入防止柵の設置、追い払い等の被

害対策を支援するとともに、市民と行政が連携し、地域の有害鳥獣捕獲の担い手確保に積極的に取

り組みます。

②安定した農業経営の確立

• 農業経営基盤の確保と整備のほか、農地・農業用施設の保全に取り組みます。

• 特産品の高付加価値化と販路拡大を促進します。

• 6次産業化・農商工連携による収益機会の拡大を支援します。

• デジタル技術など新技術の導入による生産性の向上を促進します。

③農業体験、食育等による都市農村交流の促進

• 農業体験や学校給食の食材提供などを通して食育活動を推進します。

• 地産地消の取組を通して生産者と消費者をむすびつける機会を増やし、食や農業への理解の促進を

図ります。

• グリーンツーリズム、観光農園、市民農園の取組促進により都市住民との交流機会の増加を図ります。

• 本市農林業の魅力向上に向けて、SNSやホームページなどを用いた情報発信を行います。

④森林整備の促進

• 森林環境譲与税及び国県補助金を活用した社会インフラ施設周辺の事前伐採や意向調査に基づき計

画的な森林整備を推進します。

• 官民連携による森づくり活動により、森の再生や環境教育を推進します。

6 関連する主な個別計画

① 君津市農業振興地域整備計画

② 君津市鳥獣被害防止計画

③ 君津市森林整備計画

施策名と施策の概要を

示しています。

施策に対応するＳＤＧｓの

１７の目標（ゴール）を

示しています。

❺の施策に関連する

主な個別計画を

示しています。
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第1将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策
1-1  商工業振興

1 概　要

市内企業の活性化や新たな企業の誘致を通して、雇用の場を創出するとともにまちを牽引する

力強い経済を実現します。

2 指　標

①商業（卸売業・小売業）の年間販売額

 現状値  152,568 百万円（平成 28 年度）

 目標値  167,824 百万円（令和 8 年度）

②工業（製造品）の年間出荷額

 現状値  775,998 百万円（令和元年度）

 目標値  853,597 百万円（令和 8 年度）

③新規企業立地件数（投下固定資産取得による立地奨励金対象件数）

 現状値  -

 目標値  累計 2 件（令和 8 年度）

④きみジョブの紹介による就職人数

 現状値  48 人（年間）　令和 2 年10 月～令和 3 年 9 月　※年度途中の開始のため

 目標値  62 人（年間）（令和 8 年度）

⑤事業者のデジタル化に向けた啓発セミナーの開催回数

 現状値  新規

 目標値  2 回 / 年（令和 8 年度）

3 現状と課題

• 人口減少に伴う既存市場の縮小が懸念されており、市内事業者はより広いエリアから需要を獲得して

いくため、販路を拡大していく必要があります。　

• 地域産業の活性化に向けて、特産品の販売強化が求められますが、主な特産品販売所の一つである

きみつふるさと物産館の直売所では売上減少や施設の老朽化が進んでいます。

• ふるさと納税の返礼品の魅力を高めるとともに、君津の特産品のブランド化や、需要拡大につなげる

ことが求められます。

• 本市の雇用情勢については、少子高齢化の進行に伴い労働力不足が懸念されます。労働力不足の解

消のためには、若年者と企業のマッチング支援に加え、求人開拓の強化が必要です。

• 市内経済の更なる発展に向けては、既存企業の競争力強化とともに、新たな企業を誘致する必要が

あります。また、企業誘致を行ううえでは、企業の受け皿となる用地の不足が課題です。

• 2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて、事業者の技術革新・設備投資の支援に取り組

んでいく必要があります。　
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4 市民・地域・事業者等が取り組んでいくこと ※（）内は行動の主体

• 食料品等の日常の買い物で、積極的に君津市産のものを選ぶなど、地産地消に努めます。（市民）

• 市内企業・事業者間の連携を深めます。（事業者等）

• 働きやすい環境づくりに努めます。（事業者等）

5 施策の展開

①持続的な経済発展の実現

• 市が今後も持続的に経済発展を遂げていくために、市内企業の競争力強化及び事業拡大だけで

なく、 脱炭素に向けた省エネルギー・創エネルギーに向けても、必要となる設備投資や資金調達等

を支援します。

②メイドインきみつの全国展開

• 本市の特産品の販売をふるさと納税やPRイベント等により促進します。

• きみつふるさと物産館の魅力向上に取り組みます。

③地域を支える事業者の経営力強化

• 専門のコーディネーターによる経営全般に関するアドバイスや資金融資制度などを通して、事業の

拡大や経営の安定化、起業の促進を図ります。

• DX関連のセミナーの開催やデジタル人材の育成支援、補助制度等によって、製品やサービス、ビジ

ネスモデルの変革を促します。

④働きやすい環境づくり

• 地方版ハローワーク「きみジョブ」を通じて、求職者に対する就労支援及び企業等に対する雇用支援

を推進します。

• 市内在住の学生を対象にした就業マッチング支援や新たな補助制度等を通じて学生の地元定着を促進

します。

• 勤労者総合福祉センターの施設サービスの拡充により、市民のワーク・ライフ・バランスを促進します。

⑤企業誘致の推進

• 立地奨励制度を活用した企業誘致や創業支援により、市内経済の活性化と新たな雇用の創出を図り

ます。

• 空き公共施設等の利活用を行う民間事業者との連携や企業のノウハウ等を活用したまちづくりへの

取組や実証実験など、新たにチャレンジできる環境づくりにより、地域の課題解決及び地域活性化を

図ります。

• 君津インターチェンジ周辺等において、千葉県や関係機関と連携しながら新たな産業の受け皿づくり

に取り組みます。

6 関連する主な個別計画

①君津市商工・観光アクションプラン
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第1 将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策

1-2  農林業振興

1 概　要

新しい技術・施設の導入等により農業生産の安定化を図るとともに、水と緑に恵まれた豊かな

自然環境を生かし、多くの人が活躍できる農林業を実現します。

2 指　標

①家族経営協定の締結数

 現状値  25 件（令和 2 年度）

 目標値  30 件（令和 8 年度）

②認定農業者数

 現状値  102 件（令和 2 年度）

 目標値  110 件（令和 8 年度）

③森林施業面積

 現状値  58ha（令和 2 年度）

 目標値  105ha（令和 8 年度）

3 現状と課題

• 農業従事者の高齢化や後継者の不足等により、農業の担い手不足が懸念されており、新規就農者の

受入れ拡大や農業法人の誘致等といった新たな担い手の確保が求められます。

• 農産物価格の伸び悩みや農産物への鳥獣被害の拡大、耕作放棄地の増加など農業を取り巻く環境

は厳しさを増しています。

• 有害鳥獣による農業被害は、営農意欲の低下を通じて耕作放棄地の増加等をもたらし、更なる被害

を招く悪循環を生じさせる恐れもあるため、地域が一体となった総合的な被害防止対策が必要です。

• 農業生産・管理におけるデジタル化といった新たな技術の導入などにより農家所得の向上を図ってい

く必要があります。

• 森林については、災害防止や生物多様性の維持、二酸化炭素の吸収を含む地球環境の保全、木材

等の生産など多面的な機能を維持するため、適切な管理が求められます。

• 持続可能な森林管理に向けて意欲と能力のある林業経営者による森林整備や官民連携による森づく

り活動の推進が求められます。 

• 農林業に対する市民の理解をより深めるとともに、都市住民等を対象とした農林業体験などにより交

流人口や関係人口の増加につなげることも重要です。

4 市民・地域・事業者等が取り組んでいくこと ※（）内は行動の主体

• 新規就農希望者の受入れや農福連携などの取組について、地域住民が理解を深め、多様な担い手が

働きやすい環境を整えます。（市民、地域、事業者等）

• 人・農地プランの策定支援等を通じ、担い手への農地集積を促進します。（市民、地域、事業者等）

• 地域で取り組む鳥獣被害対策活動に参加します。（市民、地域、事業者等）
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• 適正なリスク管理を行い営農に関する新しい技術・施設を導入します。（事業者等）

• 6次産業化・ブランド化などの新たな取組を行います。（事業者等）

• グリーンツーリズム、観光農園、市民農園の取組を行います。（市民、地域、事業者等）

• 地域で生産された産品を積極的に購入して地場産業を応援します。（市民、地域、事業者等）

• 森林施業に協力し、森づくり活動へ参加します。（市民、地域）

5 施策の展開

①多様な担い手が活躍できる環境の整備

• 多様な担い手の確保、育成及び組織化を関係機関（国・県・JA）等と連携して推進します。

• 長期間安定して農地の借入れができる農地中間管理事業の活用を促進し、耕作放棄地の発生防止、

解消に取り組みます。

• 有害鳥獣による農作物被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲や侵入防止柵の設置、追い払い等の被

害対策を支援するとともに、市民と行政が連携し、地域の有害鳥獣捕獲の担い手確保に積極的に取

り組みます。

②安定した農業経営の確立

• 農業経営基盤の確保と整備のほか、農地・農業用施設の保全に取り組みます。

• 特産品の高付加価値化と販路拡大を促進します。

• 6次産業化・農商工連携による収益機会の拡大を支援します。

• デジタル技術など新技術の導入による生産性の向上を促進します。

③農業体験、食育等による都市農村交流の促進

• 農業体験や学校給食の食材提供などを通して食育活動を推進します。

• 地産地消の取組を通して生産者と消費者をむすびつける機会を増やし、食や農業への理解の促進を

図ります。

• グリーンツーリズム、観光農園、市民農園の取組促進により都市住民との交流機会の増加を図ります。

• 本市農林業の魅力向上に向けて、SNSやホームページなどを用いた情報発信を行います。

④森林整備の促進

• 森林環境譲与税及び国県補助金を活用した社会インフラ施設周辺の事前伐採や意向調査に基づき計

画的な森林整備を推進します。

• 官民連携による森づくり活動により、森の再生や環境教育を推進します。

6 関連する主な個別計画

①君津市農業振興地域整備計画

②君津市鳥獣被害防止計画

③君津市森林整備計画

41



第1 将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策

1-3  環境共生

1 概　要

豊かな自然と水に恵まれた環境を保全し、環境負荷の低減に向けた循環型社会の形成及び

脱炭素社会の実現に向けた取組を推進し、将来に引き継ぐ環境づくりを地域全体で進めます。

2 指　標

①本市から排出される1年間の温室効果ガス　

 現状値  2,875 千 t-CO2（平成 30 年度）

 目標値  減少させる（令和 8 年度）

②小糸川と小櫃川のBODの環境基準適合率

 現状値  100%（令和 2 年度）

 目標値  100% を維持（令和 8 年度）

③市民1人1日当たりのごみ総排出量

 現状値  946g（令和元年度）

 目標値  861g（令和 8 年度）

3 現状と課題

• 2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ（カーボンニュートラル）にする脱炭素社会を実現

するため、新たな地球温暖化対策実行計画を策定して、温室効果ガスの削減目標を設定し、オール

君津で脱炭素の様々な取組を推進する必要があります。　

• 良好な生活環境と自然環境を維持するための継続的な調査と監視が必要です。　

• 本市の市民1人1日当たりのごみ総排出量は、近年横ばいで推移しており、リサイクル率は、全国平

均及び県平均を上回っていますが、環境負荷の軽減や循環型社会の形成に向けて更なるごみの減量や

再資源化に取り組む必要があります。

• 有害鳥獣の住宅地等への出没増加が、市民生活に影響を与えているため、有害鳥獣を出没させない

ための取組が必要です。

• 君津市衛生センターは新施設の竣工に伴い、本稼働を令和4年4月から開始するとともに、旧施設

の解体や外構工事を行っていきます。施設の処理水を河川まで流す放流管は老朽化が考えられること

から、適切な改修等を行う必要があります。

4 市民・地域・事業者等が取り組んでいくこと ※（）内は行動の主体

• 環境保全、環境美化活動へ積極的に参加します。（市民、地域）

• 地域で取り組む鳥獣被害対策活動に参加します。（市民、地域、事業者等）

• 排出されるごみの抑制に取り組みます。（市民、事業者等）

• 省エネ、再エネ、再資源化に係る設備を積極的に導入します。（市民、事業者等）

• 法令等を遵守するとともに、事業活動に伴う環境負荷の低減に努めます。（事業者等）

• 合併処理浄化槽への転換を進め、生活排水などの日常生活に伴う環境負荷の低減に努めます。（市民）

• 再生可能エネルギーを活用したエネルギー効率の高い住宅への転換に努めます。（市民）
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• 環境性能の良い電動車等への転換に努めます。（市民）

• 省エネ家電の利用など、脱炭素につながるライフスタイルへの転換に努めます。（市民）

5 施策の展開

①脱炭素社会の推進

• 市の事務事業を対象とする地球温暖化対策実行計画の改定に加え、新たに策定する市域全体を対象

とする実行計画のなかで君津市版脱炭素ロードマップを示し、脱炭素の取組を推進します。

②生活環境と自然環境の保全

• 大気及び河川・湖沼等の調査、事業場に対する立入検査などを実施することで、生活環境及び自然

環境への影響を把握し、保全に努めます。

• 継続的な監視により、ごみの不法投棄、不適正な埋立て、野焼き等の抑止を図ります。

• 環境保全や環境美化活動に取り組む市民、ボランティア団体、事業者等との協働により、地域全体

で保全に取り組みます。

• 単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、啓発活動や設置費

用の補助を行い、生活排水による公共水域の汚濁負荷の低減を図ります。

• 君津市衛生センターの処理水の放流管を調査し、劣化診断や整備計画等を検討します。

③ごみの減量化・再資源化の推進

• Refuse（リフューズ）、Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の4Rを促進し、

循環型社会を推進します。

• ごみの分別区分や排出方法を見直すことで、資源化率の向上を図り、ごみの減量化・再資源化を推進

します。

• 清掃工場の計画的な補修や設備更新により、安定的なごみ処理環境を維持します。

④有害鳥獣を引き寄せない環境づくり

• 有害鳥獣による被害を防止するため、関係機関と連携し、有害鳥獣を引き寄せない環境づくりの啓発

活動や追い払い等の被害対策を支援します。

⑤家庭用省エネ・再エネ設備等の導入促進

• 太陽光発電や窓の断熱改修など、家庭用省エネ・再エネ設備の設置や電気自動車の購入等に対する補助

を行うことで、環境に配慮した設備等の導入及びクリーンエネルギーの活用を促進します。

• 脱炭素の取組を促進するため、補助の件数や対象範囲の拡大について検討します。

6 関連する主な個別計画

①第2次君津市環境基本計画

②第4次君津市地球温暖化対策実行計画

③第2次小櫃川流域生活排水対策推進計画

④一般廃棄物処理基本計画

⑤君津地域・安房地域循環型社会形成推進地域計画　第1次計画

⑥君津市鳥獣被害防止計画

⑦し尿処理施設整備基本計画
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第1 将来ビジョンを実現するための柱ごとの施策

1-4  観光振興

1 概　要

本市固有の資源を生かした各種取組により君津の魅力を市内外に発信し、観光客のリピーター

増加や君津のイメージアップを目指します。

2 指　標

①観光入込客数

 現状値  2,072 千人（令和 2 年度）

 目標値  2,750 千人（令和 8 年度）

②Facebook、Instagram等のフォロワー数

 現状値  1,810 人（令和 2 年度）

 目標値  7,000 人（令和 8 年度）

3 現状と課題

• 本市の観光入込客数は、コロナ禍で落ち込みは認められるものの堅調に推移しています。更なる

観光客の増加に向けて民間企業による新たな観光施設の開業や、酒蔵による新たな商品開発など

地域資源を生かした取組が行われています。また、郡ダムにおける水上スキー競技の実証実験などに

より、関係人口の創出のための取組が進んでいます。

• 一方、課題としては、都心とのアクセスの良さが都心住民に周知されていないことや統一的なイメージ

が確立されていないこと、観光客の滞在時間が短いことなどがあげられます。また、観光施設におけ

る万全な感染症対策が求められます。

• 市による観光情報が日本語のみのため、外国人観光客の更なる誘客に向けて多言語対応が求められ

ます。さらに、市の観光情報の発信媒体はホームページとFacebookのみであるため効果的な情報

発信の強化が必要です。

4 市民・地域・事業者等が取り組んでいくこと ※（）内は行動の主体

• 観光客へ質の高いサービスを開発し、提供します。（事業者等）

• 地域への理解、郷土愛を醸成し、来訪者との積極的な関わりを持ちます。（市民、地域）

• 観光資源の魅力向上を図り、身近にある隠れた観光資源を発掘しSNSなどを用いて広く発信します。

（市民、地域）

• 観光客のニーズに合わせて自発的に情報を発信します。（事業者等）
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5 施策の展開

①観光資源の磨き上げ

• 君津の強みである自然環境を生かした観光資源の掘り起こしを通して魅力向上を図ります。

• 郡ダムの湖面活用（通年使用）を実現し、地域の活性化につなげます。

• 市の花であるミツバツツジを観光資源として定着させ、地域の活性化につなげていきます。

• 市内周遊型の観光メニューや体験型観光、グリーンツーリズムなど観光コンテンツの魅力を高め、

観光客のリピーターを増やします。

• 近隣市町と連携するなか、地域の自然や文化、芸術などの観光資源を活用しながら観光客の回遊性

向上を促進し、内房エリアの魅力向上につなげます。

②観光情報発信の強化

• 首都圏の在住者を対象に、本市へのアクセス利便性の良さを発信し広域からの観光誘客を図ります。

• 観光情報の発信について、既存手段の効果を検証するとともに、新たな発信手段を検討します。

また、発信するコンテンツの見直しを図り、君津の観光資源に興味を持ってもらえる人を増やします。

• 観光情報の発信や市内の観光案内における多言語化対応を推進します。　

• 認知度を向上させるとともに、君津のイメージの確立、イメージアップを目指します。

6 関連する主な個別計画

①君津市商工・観光アクションプラン
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